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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
方
に
は
、
平
成
20
年
の
新
春
を
清
々

す
が
す
が

し
く
お

迎
え
の
こ
と
と
お
慶

よ
ろ
こ

び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

平
素
か
ら
町
政
の
進
展
に
ご
協
力
賜
っ
て
お
り
ま
す

こ
と
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
地
域
経
済
は
未
だ
停
滞
を
続
け
、
地
域
格

差
が
広
が
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。

平
成
17
年
度
以
降
、
本
町
行
財
政
改
革
の
指
針
で

あ
る
「
リ
フ
ォ
ー
ム
プ
ラ
ン
お
お
よ
ど
」
の
推
進
に

よ
り
、
人
件
費
の
抑
制
や
事
務
事
業
の
見
直
し
な
ど

財
源
不
足
を
最
小
限
に
抑
え
る
努
力
を
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。

ま
た
、
昨
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
「
第
３
次
大

淀
町
総
合
計
画
」
の
着
実
な
進
捗
を
図
る
う
え
で
、

よ
り
一
層
の
経
常
経
費
の
抑
制
と
、
事
業
の
「
選
択

と
重
点
化
」
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
計

画
を
実
現
す
る
た
め
地
域
住
民
、
町
議
会
、
関
係
各

位
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
幅
広
い
世
代
の
人
々
が

幸
せ
に
定
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
淀
町
を
築
け
る

よ
う
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
昨
年
は
桜
ヶ
丘
小
学
校
・
東

部
幼
稚
園
の
新
築
工
事
な
ど
を
実
施
し
、
本
町
の
教

育
行
政
に
、
ま
た
一
歩
大
き
な
前
進
を
果
た
せ
た
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
も
引
き
続
い
て
、
し
尿
処
理
事
業
、
上
下
水

道
事
業
、
道
路
整
備
事
業
な
ど
の
生
活
環
境
を
整
備

し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
地
域
医
療
体
制
の
確
保
、
教
育
施
設

の
整
備
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
人
間
性
豊
か
な
暮
ら

し
づ
く
り
、
地
域
福
祉
の
向
上
、
文
化
活
動
の
充
実
、

地
場
産
業
の
活
性
化
の
た
め
、
諸
施
策
を
推
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
防
災
対
策
の
強
化
や
、
子
ど
も
た
ち
を
犯

罪
か
ら
守
る
た
め
、
地
域
住
民
・
各
種
団
体
の
皆
様

と
の
協
働
を
基
本
と
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
本
年
２
月
か
ら
、
安
心
安
全
メ
ー

ル
の
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、
地
域
の
防
犯
力
を

高
め
、
地
域
社
会
の
安
心
安
全
を
め
ざ
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
平
成
20
年
度
に
は
、
地
域
防

災
計
画
を
見
直
し
、
地
震
な
ど
の
災
害
に
対
処
す
る

た
め
の
新
た
な
計
画
を
策
定
し
て
、
災
害
に
強
い
町

づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

年
頭
に
際
し
、「
第
３
次
大
淀
町
総
合
計
画
」
の
基

本
理
念
と
将
来
像
「
ひ
と
も
ま
ち
も
輝
く
大
淀
町
〜

安
全
で
住
み
良
い
活
力
あ
る
ま
ち
〜
」
の
実
現
を
め

ざ
す
た
め
、
本
町
の
個
性
を
活
か
し
な
が
ら
豊
か
で

住
み
良
い
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
よ
っ
て
本
町

に
住
む
人
々
が
輝
け
る
よ
う
、
新
た
な
決
意
を
も
っ

て
誠
心
誠
意
努
力
す
る
所
存
で
す
。

皆
様
方
に
は
、
町
政
の
進
展
に
対
す
る
一
層
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を

祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
新
春
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
た

し
ま
す
。

大
淀
町
長森

下
　
征
夫

あるまちをめざして

2



新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

輝
か
し
い
平
成
20
年
の
新
春
を
皆
様
と
共
に
迎
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
喜
び
に
堪
え
な
い
次

第
で
あ
り
、
町
政
の
進
展
に
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
町
議
会
を
代
表
し
て
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
国
か
ら
地
方
自
治
体
へ
の
権
限
と
税
源
の

移
譲
に
よ
る
地
方
の
裁
量
権
の
拡
大
や
地
方
交
付
税

交
付
金
の
配
分
縮
減
な
ど
の
実
施
に
よ
り
、
本
町
行

政
を
取
り
巻
く
財
政
環
境
は
、
財
源
の
確
保
が
よ
り

困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
少
子
高

齢
化
に
よ
る
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
と
高
齢
者
人
口

の
増
加
、
都
市
部
へ
の
人
口
流
出
と
い
っ
た
要
因
に

よ
り
、
財
政
基
盤
の
弱
体
化
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
将
来
に
希
望
を
持
て

大
淀
町
議
会
議
長

鍵
本
　
源
則

安全で住み良い、活力

る
自
立
的
な
行
財
政
基
盤
を
創
る
た
め
、
私
た
ち
議

員
は
町
民
の
代
表
と
し
て
の
重
責
を
深
く
自
覚
し
、

教
育
、
福
祉
は
も
と
よ
り
町
政
各
般
の
充
実
・
向
上

の
た
め
英
知
を
結
集
し
て
議
論
を
深
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

町
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
町
政
発
展
の
た
め
、

ま
た
、
町
民
皆
様
方
の
信
託
に
応こ

た

え
る
た
め
、
議
員

諸
氏
と
議
論
を
深
め
、
私
自
身
が
議
長
と
し
て
の
責

任
完
遂
に
邁ま

い

進
す
る
決
意
で
ご
ざ
い
ま
す
。

年
始
に
あ
た
り
、
町
議
会
を
代
表
し
て
、
町
民
の

皆
様
に
は
町
政
の
進
展
に
一
層
の
ご
支
援
、
ご
鞭
撻

べ
ん
た
つ

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
本
年
が
皆
様
に

と
り
ま
し
て
幸
多
い
年
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈

り
申
し
上
げ
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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4

そ ば

11月25日（日）、休耕田を利用して楽しく地域お
こしをすすめる「さなて村づくりの会」が、佐名伝

公民館で収穫祭を開催し、町内外からおよそ200人
が「蕎麦打ち体験」と「新蕎麦の試食会」に参加し

ました。この日の収穫祭でふるまわれた蕎麦は、

蕎麦粉の割合が八割の「二
に

八
はち

蕎麦」でした。打ち

たての蕎麦を食べた参加者からは、「蕎麦の香りが

よく、とてもおいしい。」と大好評でした。

主催者は、「毎年参加者

が増えているので、来年

はさらに参加者を増やし

たい。」と意気込みを語

ってくれました。

認めあい 支えあう 地域づくりをめざして
町人権フェスティバル

12月８日（土）、町文化会館で「第14回大淀町人権
フェスティバル」が開催され、会場は多くの人でに

ぎわいました。

あらかしホールでは「なかま・夢ワークサーク

ル」の子どもたちによるチャング演奏、福祉施設コ

スモス会「壱陽館」や「吉野に夜間中学校をつくる

会」のみなさんによるアピール、記念公演「人権落

語」などが行われました。そのほか、パネル展示や

ビデオの上映、福祉施設のみなさんによる作品の

販売、募金活動、模擬店などが催されました。各

会場では、車いすを利用する人を案内する多くの

ボランティアのみなさんが参加しました。

「認めあい　支えあう　地域づくりをめざして」

をテーマに、多くの人たちにより創りあげた人権

フェスティバル。お互いを尊重し、互いに支えあ

うことの大切さについて学ぶことができました。

▲なかま・夢ワークサークルのみなさんによるチャング演奏

模擬店はたくさんの人でs
にぎわいました

自慢の新蕎麦をめしあがれ！
第５回さなて蕎麦収穫祭

町老人クラブ連合会のみなさんが、会員から募

ったタオルや石けんなどを町内の福祉施設、保育

所、幼稚園、小中学校、公共施設など30カ所に配
布しました。この活動は、「地元への恩返しに」と毎

年行われており、今年はタオル2,100枚、石けん2,000
個、洗剤200本などが集められ、仕分けされました。

タオルや石けんを配布
町老人クラブ連合会

t集められたタオルなど
を仕分けする、老人ク
ラブのみなさん

12月15日（土）、東大寺大仏殿で謡を大仏様に披露しました。
大仏様をみるのは初めての座員もいて、とても緊張して

いましたが、一生懸命「吉野天人」と「竹生島」を大きな
声で謡うことができました。
演奏を終えた子どもたちは、ちょっぴり誇らしげでした。

▲大仏殿の壇上で謡を披露する座員
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秋季少女バレーボール大会 親善野球大会
12月9日（日）、健民運動場で、スポーツ少年団

の交流と親睦
しんぼく

を目的に「親善野球大会」が開催され

ました。

町内から4支団が参加したこの大会では、トーナ

メント戦や、6年生連合チームの交流戦、ストラッ

クアウトなどが行われ、参加した団員同士楽しく親
しん

睦
ぼく

を図ることができました。

○トーナメント戦の主な結果　

優　勝：花吉野スポーツ少年団

準優勝：今木スポーツ少年団

第3位：中西増スポーツ少年団

第4位：北野スポーツ少年団

▲ストラックアウトを楽しむ参加者

11月25日（日）、青少年の健全育成およびスポー

ツの振興と交流を目的に町スポーツ少年団「少女バ

レーボール大会」が開催されました。

町立平畑体育館を会場に行われたこの大会には、

町内から6支団10チームが参加し、熱戦を繰り広

げました。

○主な結果

優　勝：吉野平Ａスポーツ少年団

準優勝：桜ヶ丘Ａスポーツ少年団

第3位：中西増Ａスポーツ少年団

○優勝した「吉野平Ａスポーツ少年団」西 悠香里さん

のコメント

決勝戦ではハラハラ・ドキドキだったけど、6年

生最後の試合で優勝できてとてもうれしかったです。

冬季マラソン大会
12月16日（日）、町平畑運動公園サッカー場および周辺道路で、「町スポーツ少年団冬季マラソン大会」が

開催され、町内の小学生182人が参加しました。

参加者は、寒風の中、みんなの声援に後押しされ、元気にゴールをめざしました。

また、この大会は3月に行われる「市町村対抗駅伝大会」の選考会も兼ねており、小学5・6年生男女13人

が選出されました。

○主な結果

【団体】男子の部 優　勝：花吉野スポーツ少年団　　　女子の部 優　勝：北野スポーツ少年団

【団体】 準優勝：北野スポーツ少年団　　　　【団体】 準優勝：吉野平スポーツ少年団

【団体】 第3位：中西増スポーツ少年団　　　【団体】 第3位：薬水スポーツ少年団　　

【個人・優勝者】（敬称略）

【男子の部　　　　0 【女子の部　

【 1年生　乾　　良企　 【 1年生　小川　朋華

【 2年生　乾　　航大　 【 2年生　森脇　実久

【 3年生　山西　斗真　 【 3年生　松葉　璃奈

【 4年生　三浦　達也　 【 4年生　秋月　可愛

【 5年生　山西　咲真　 【 5年生　瓜阪　明音

【 6年生　小栗　童夢　 【 6年生　平田　華乃

t吉野平Ａスポーツ
少年団のみなさん

▲完走をめざしてスタートする子どもたち



平成19年町議会第４回定例会が12月７日（金）から12月
14日（金）まで開かれました。議決された議案の概要を掲
載します。

条例の制定および改正
■大淀町後期高齢者医療に関する条例
高齢者の医療の確保に関する法律等が４月１日から施

行されることに伴い、市町村が処理すべき事項について
条例で定めるものです。
■地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
国において地方公務員の育児休業に関する法律の一部

が改正され、育児短時間勤務ができることとなったこと
に伴い、本町関係条例を改正するものです。
■一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
国において一般職の職員の給与に関する法律の一部が

改正されたことに伴い、本町職員について給与改定を実
施するものです。
■大淀町立学校設置条例の一部を改正する条例
町立東部幼稚園の移転新築に伴い、位置を変更するも

のです。
予算の補正
■平成19年度大淀町一般会計補正予算（第３号）
■平成19年度大淀町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）
■平成19年度大淀町老人保健特別会計補正予算（第２号）
■平成19年度大淀町下水道事業特別会計補正予算（第２号）
そ の 他
■中吉野広域消防組合規約の変更について
中吉野広域消防組合の経費について、組合町村の負担

金割合を変更するものです。
■奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の
変更、規約の変更及び組合を組織する地方公共団体の
数の増加について
■奈良県市町村会館管理組合の解散について
■奈良県市町村会館管理組合の解散に伴う財産処分につ
いて
■奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散につ
いて
■奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴
う財産処分について
前記５件の議案については、事務を合理化するため３

月31日をもって「奈良県市町村会館管理組合」及び「奈
良県市町村非常勤職員公務災害補償組合」を解散し、「奈
良県市町村総合事務組合」とすることに伴い、規約を変
更し、および財産処分等を行うものです。
■工事請負契約の締結について
工事名：大淀町公共下水道事業北野地区下水道管渠更

生工事（その１）。
意 見 書
■介護保険の高齢者負担軽減を求める意見書
■道路特定財源諸税の暫定税率延長に関する意
見書

だより�
平成19年  �
町議会第4回定例会�

議決事項

民生・児童委員さんを
紹介します

12月１日付けで厚生労働大臣および奈良県知
事から民生・児童委員の委嘱状の伝達式が行わ
れ、46人が委嘱されました。任期は３年です。
よろしくお願いします。（敬称略）

担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名

中　　　増 更井　吉則 新　　　三 木下　伊都子
0746#23468 0747%29887

西　　　増 紺谷　與三一 岡一・岡二 木谷　攝子
0746#24575 0747%21688

増口・出口 大谷　奉明 岡　　　三 堀内　明
0746#20412 0747%22317

比　　　曽 笹原　芳子 西一・西二 戌亥　平代
0746#28571 0747%26626

比　　　曽 小路　三千代 西　　　三 申請手続中
0746#28318

上　比　曽 岸本　くに子 西　　　四 小西　みゆき
0746#22428 0747%21905

北　六　田 安田　順子 西　　　五 庄司　曉子
0746#24349 0747%22640

北　　　野 西脇　洋 西　　　六 松田　タツ子
0746#20062 0747%21091

北　　　野 小川　桂子 梅本　正子
0746#20434 0747%28646

新　　　野 岡田　淑子 北　　　一 南　ハツ子
0746#23807 0747%22205

馬　　　佐 今西　都子 北　　　一 田中　八重子
0746#28077 0747%20360

口　越　部 辰巳　宗良 北　　　二 北浦　英子
0747%21431 0747%21394

中・奥越部 谷野　弘子 北　　　二 西本　待子
0747%25022 0747%27448

土　　　田 福増　年博 北　　　三 西浦　信司
0747%23369 0747%27481

南　大　和 三嶋　麻子 北　　　三 北川　佳子
0747%26516 0747%27105

口 桧 垣 本 森本　沃子 北　　　学 知原　一三
0747%22557 0747%21896

上 桧 垣 本 辰己　昭洋 大岩・岩壺 植田　全代
0747%27894 鉾　　　立 0747%22367

吉　野　平 中村　安彦 今　　　木 中尾　 英
0747%28469 0745^71712

金　吾　町 鈴木　一陽 中出　佳世子
0747%21062 0747%24198

芦原・畑屋 今西　孝夫 中村　早知子
0747%24510 0747%24875

持尾・矢走 辻本　節子 主 任 児 童 山本　麗子
0747%25319 委　　　員 0746#24561

新　　　一 杉本　志津代 主 任 児 童 森田　道子
0747%27744 委　　　員 0747%25120

新　　　二 木下　英子 主 任 児 童 西浦　眞美
0747%23813 委　　　員 0747%25594

車坂町・香梨台
高見台・つつじケ丘

薬　水
花吉野ガーデンヒルズ

佐名伝
大阿太グリーンポリス

6
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街
道
に
残
っ
た
橋
の
名
前

増
口

ま

す

町
の
南
側
を
東
西
に
は
し
る
国
道

１
６
９
号
線
は
、
和
歌
山
県
か
ら
奈

良
・
三
重
県
境
の
高た
か

見み

峠と
う
げを
越
え
て
、

三
重
県
松
阪
市
方
面
へ
と
向
か
う
、

江
戸
時
代
の
主
要
街
道
の
ひ
と
つ
で

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
和
歌
山

街
道
」
と
か
「
伊
勢
い

せ

南
街
道

み
な
み
か
い
ど
う」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
、「
お

か
げ
ま
い
り
」
と
い
っ
て
、
熱
狂
的

な
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
が
流
行
し
ま

し
た
が
、
伊
勢
南
街
道
も
そ
の
旅
人

た
ち
で
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

わ
が
大
淀
町
で
は
、
吉
野
川
北
岸

に
沿
っ
て
、
佐
名
伝
地
区
か
ら
増
口

地
区
ま
で
の
約
10
d
が
そ
れ
に
あ
た

り
、
増
口
は
そ
の
中
で
も
特
に
、
昔

の
街
道
の
面
影
が
残
る
地
域
で
す
。

増
口
地
区
の
中
央
、
国
道
１
６
９

号
線
沿
い
に
建
つ
、
赤
茶
色
の
タ
イ

ル
が
き
れ
い
な
町
立
杉
本
記
念
文
化

セ
ン
タ
ー
（
図
書
館
）
を
出
て
、
脇

の
小
道
を
北
へ
。
昔
の
街
道
筋
に
合

流
し
て
、
東
へ
向
か
い
ま
し
ょ
う
。

左
手
に
白
壁
の
蔵
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
蔵
に
続
い
て
、
町
屋
風
の
建

物
が
続
き
ま
す
。
も
う
少
し
行
く
と

公
衆
電
話
が
あ
っ
て
、
昔
な
が
ら
の

草
葺
き
屋
根
を
赤
い
ト
タ
ン
で
覆
っ

た
建
物
、
そ
の
続
き
に
、
前
号
で
紹

介
し
た
「
比
曽
石
」
の
基
礎
を
も
つ

蔵
、
そ
し
て
伝
統
的
雰
囲
気
を
残
す

建
物
群
が
並
び
ま
す
。

さ
ら
に
行
く
と
、
連れ
ん

子じ

格ご
う

子し

の
美

し
い
、
ひ
と
き
わ
豪
壮
な
町
屋
と
、

道
の
隅
角
に
建
つ
蔵
が
み
え
て
き
ま

す
。
こ
の
蔵
に
沿
っ
て
北
へ
と
向
か

い
ま
し
ょ
う
。

「
大
正
14
年
仏
事
記
念
」
の
銘
が

あ
る
石
の
階
段
を
上
っ
て
、
坂
の
小

道
を
行
く
と
、
専
立

せ
ん
り
ゅ
う寺じ

の
本
堂
の
大

き
な
屋
根
が
見
え
ま
す
。
寺
院
の
あ

る
場
所
は
高
台
に
な
っ
て
い
て
、
見

上
げ
る
よ
う
な
比
曽
石
の
高
い
石
垣

が
見
事
で
す
。
猿
を
か
た
ど
っ
た
山

門
の
飾
瓦

か
ざ
り
が
わ
らに
は
、
文
化
５
（
１
８
０

８
）
年
の
銘
が
あ
る
の
で
、
こ
の
こ

ろ
に
は
当
地
に
堂ど
う

宇う

が
建
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
約
２
０
０
年
の
間
、
こ

の
増
口
の
地
を
守
っ
て
き
た
証
で
す
。

専
立
寺
を
離
れ
て
、
今
度
は
坂
を

東
に
下
り
な
が
ら
、
ふ
も
と
を
流
れ

る
増
川
ま
し
が
わ

を
越
え
ま
す
。
橋
を
渡
っ
て
、

川
沿
い
に
南
へ
向
か
い
ま
し
ょ
う
。

こ
の
川
の
東
側
は
『
大
淀
町
史
』

で
も
紹
介
さ
れ
た
、
増
口
を
代
表
す

る
酒
蔵
な
ど
が
建
っ
て
い
た
と
こ
ろ

で
す
。
川
沿
い
に
残
る
石
垣
は
、
そ

の
蔵
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

再
び
街
道
筋
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

川
向
い
に
あ
る
町
屋
の
道
際
に
、「
水
」

の
字
を
大
き
く
あ
し
ら
っ
た
昔
の
防

火
水
槽
が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
手
前
に
か
か
る
橋
に
は
、
石

造
り
の
欄
干
ら
ん
か
ん

が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
満
志
ま

し

か
は
」「
み
津
王
希
は
し
」
の

字
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
な
ん
と
読

む
の
で
し
ょ
う
か
）。
こ
れ
も
、
吉

野
に
鉄
道
が
開
通
す
る
大
正
の
初
年

ご
ろ
ま
で
、
人
々
が
足
繁
く
通
っ
た

こ
の
街
道
を
象
徴
す
る
、
石
造
文

せ
き
ぞ
う
ぶ
ん
化か

財ざ
い

の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

さ
ら
に
東
に
向
か
う
と
鎮
守
の
森

が
見
え
て
き
ま
す
。
宝
永
ほ
う
え
い

５
（
１
７

０
８
）
年
に
は
当
地
に
鎮
座
し
て
い

た
と
み
ら
れ
る
増
口
の
氏
神
、
い
か

だ
乗
り
の
神
様
と
も
さ
れ
る
水
分
神

社
で
す
。
急
角
度
で
山
側
の
拝
殿
へ

と
続
く
石
の
階
段
に
は
、
明め
い

和わ

４

（
１
７
６
７
）
年
の
銘
が
刻
ま
れ
た

比
曽
石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

水
分
神
社
の
鳥
居
の
脇
に
あ
る
椿

の
井
戸
は
、
江
戸
時
代
の
享
保

き
ょ
う
ほ
う年
間

（
１
７
１
６
―
１
７
３
５
）
に
刊
行

さ
れ
た
旅
行
案
内
書
『
大
和
や
ま
と

志し

』
に

も
そ
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
清
水
は
、
街
道
沿
い
に
旅
行
く

人
々
の
喉
を
癒い
や

し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
、
先
ほ
ど
の
「
み
津
王

希
は
し
」
は
「
み
ず
わ
け
ば
し
」
と

呼
ぶ
の
が
正
解
の
よ
う
で
す
。
水
分

神
社
に
由
来
す
る
名
前
で
し
ょ
う
。

神
社
を
出
て
東
へ
。
国
道
１
６
９

号
線
と
の
合
流
点
に
出
ま
す
。
吉
野

町
上
市
の
町
並
み
と
、
お
む
す
び
の

よ
う
な
美
し
い
妹
山
樹
叢

い
も
や
ま
じ
ゅ
そ
う
（
国
天
然

記
念
物
）
も
遠
く
に
見
え
ま
す
。

今
回
た
ど
っ
た
杉
本
記
念
文
化
セ
ン

タ
ー
か
ら
水
分
神
社
ま
で
の
散
歩
道

に
は
、
増
口
と
い
う
地
域
の
歴
史
的

な
魅
力
が
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

◇
町
教
育
委
員
会

文
化
財
技
師
　
松
田
　
度

ひ

そ

7

12月14日（金）、町内の歴史・文化について学習する「おおよど歴史学習会」が、
町公民館大岩分館で開催されました。
大岩地区のみなさんをはじめ、町内からおよそ30人が集まり、スライドショーや
石神
いしがみ

古
こ

墳
ふん

出土品の展示、座談会などを通じ、大岩の歴史と文化について学習しました。
次回は２月に鉾立地区で開催する予定です。たくさんのみなさんの参加をお待ち
しています。

おおよど歴史学習会を開催

▲増口水分神社の石階段



●老人保健制度で医療を受けている人へ●

平成20年4月から

後期高齢者医療制度で
医療を受けます！

8

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

新しい
保険料特集

今
回
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

に
つ
い
て
記
事
を
ま
と
め
ま
し
た
。

医
療
保
険
制
度
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本

年
４
月
か
ら
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
に
つ

い
て
は
、
独
立
し
た
医
療
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

●
対
象
と
な
る
人

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
、

現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
同
じ
で
、
次
の
と
お

り
で
す
。

q
75
歳
以
上
の
人
（
誕
生
日
の
当
日
か
ら
加
入
）

w
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
寝
た
き
り
等
の

一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人
（
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。）

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
奈
良
県
内
で
均
一

と
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
は
、
被
保
険
者
１
人
ひ

と
り
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
」
と
、
被

保
険
者
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
」
と
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

●
均
等
割
の
保
険
料

均
等
割
の
保
険
料
は
年
額
３
万
９
９
０
０
円

で
す
。

低
所
得
者
は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て

均
等
割
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

制
度
の
概
要

保
険
料

保 険 料 の 計 算 例

保険料額＝均等割額＋所得割額
◎　均等割額　　　39,900円
◎　所得割率　　　7.5％

基礎年金受給者の場合

本人
76歳

基礎年金
79万円

【均等割額】 11,970円　＋　【所得割額】 な　し　≒　11,900円
《7割軽減》　　　　　　　　　　　　　　《月額　約990円》

【軽減判定所得】
※０≦33万円　７割軽減適用 79万円－120万円　－　33万円＝0円
本人　79万－120万－15万＝0（軽減判定所得） （年金収入）（年金控除）（基礎控除）

(年金控除） （特別控除）

厚生年金の平均的な年金額受給者の場合

本人
76歳

厚生年金
208万円

【均等割額】 39,900円　＋　【所得割額】 41,250円　≒　81,100円
《軽減なし》　　　　　　　　　　　　　　《月額　約6,700円》

【軽減判定所得】
※73万円≧68万円　　軽減なし （208万円－120万円　－　33万円）×7.5％＝41,250円
本人　208万－120万－15万＝73万（軽減判定所得） （年金収入）（年金控除）（基礎控除）

33万＋35万＝68万（２割軽減）

高齢者1人世帯
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社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に

対
す
る
保
険
料
の
激
変
緩
和
措
置

軽減割合 世帯の総所得金額【基準額】

7割軽減 【基礎控除額（33万円）】

5割軽減

2割軽減 【基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者数】

※ 世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合であっても、
軽減の判定の際の対象となります。

【基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者数

（被保険者である世帯主を除く）】

■
世
帯
の
所
得
水
準
と
均
等
割
の
保
険
料
の
軽

減
割
合

こ
の
表
の
世
帯
の
総
所
得
金
額
【
基
準
額
】

を
超
え
な
い
世
帯
が
、
均
等
割
額
の
軽
減
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
所
得
割
の
保
険
料

所
得
割
の
保
険
料
率
は
７
・
５
％
で
す
。

年
金
収
入
で
年
額
１
５
３
万
円
以
下
の
人
は
、

所
得
割
は
課
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。（
０
円
）

社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、

加
入
し
て
か
ら
２
年
間
、
均
等
割
の
保
険
料
が

５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
低
所
得
の
人
で
７
割

軽
減
に
な
る
場
合
は
そ
の
軽
減
割
合
で
す
。）

ま
た
、
こ
の
期
間
（
２
年
間
）
は
所
得
割
の

保
険
料
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

※

国
で
は
現
在
、
こ
の
部
分
の
保
険
料
を
一

定
期
間
凍
結
す
る
方
針
で
検
討
中
で
す
。

保
険
料
の
徴
収
は
、
各
市
町
村
（
役
場
）
が

行
い
ま
す
。
徴
収
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
特
別
徴
収
】

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
受
給
者
は
、
保
険

料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
特
別
徴
収
の
対

象
者
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と

合
わ
せ
た
保
険
料
額
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
場
合
は
、
天
引
き
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

【
普
通
徴
収
】

特
別
徴
収
の
対
象
者
と
な
ら
な
い
人
は
、
納

付
書
や
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
市
町
村
に
納
め

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●
奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

1
０
７
４
４
@9
８
４
３
０

●
町
役
場
ほ
け
ん
課

1
０
７
４
７
%2
５
５
０
１

夫婦とも基礎年金受給者の場合

夫：【均等割額】 11,970円　＋　【所得割額】 な　し　≒　11,900円
《7割軽減》　　　　　　　　　　　　　《月額　約990円》

【軽減判定所得】
※０≦33万円　　　7割軽減適用 79万円－120万円　－　33万円＝０円
夫　妻　0＋0＝0 （軽減判定所得） （年金収入）（年金控除）（基礎控除）

妻：【均等割額】 11,970円　＋　【所得割額】 な　し　≒　11,900円
《7割軽減》　　　　　　　　　　　　　《月額　約990円》

世帯で判定のため上と同じ 79万円－120万円　－　33万円＝０円
（年金収入）（年金控除）（基礎控除）

本人
80歳

基礎年金
79万円

妻
76歳

基礎年金
79万円

夫が厚生年金・妻が基礎年金受給者の場合

夫：【均等割額】31,920円　＋　【所得割額】41,250円　≒　73,100円
《2割軽減》　　　　　　　　　　　　　《月額　約6,090円》

【軽減判定所得】
※　73万円≦103万円　　2割軽減
夫　208万－120万－15万＝73万 【所得割額】（208万円－120万円 － 33万円）×7.5％＝41,250円
妻　0 73万＋0＝73万（軽減判定所得） （年金収入）（年金控除）（基礎控除）

33万＋35万×2人＝103万（2割軽減）適用
33万＋24.5万（2－1人）＝57.5万（5割軽減）対象外

妻　：【均等割】 31,920円　＋　【所得割額】 な　し　≒　31,900円
《2割軽減》　　　　　　　　　　　　《月額　約2,660円》

世帯で判定のため上と同じ 【所得割額】79万円－120万円　－　33万円＝０円
（年金収入）（年金控除）（基礎控除）

本人
80歳

厚生年金
208万円

妻
76歳

基礎年金
79万円

高齢者2人世帯

保
険
料
の
徴
収
方
法

問
い
合
わ
せ
先
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該当する人は申告しましょう

10

税源移譲によって所得税額が減少することに伴い住宅借入金等特別控除額（以下「住宅
ロ－ン控除」）が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
このため、平成11年１月１日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある場合は、毎年申告することで、翌年度の住民税の所得
割額からも控除できる調整措置が設けられました。

【対 象 者】次のqまたはwの人
【申 告 先】q税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ロ－ン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除し

きれなくなった人
【申 告 先】w住宅ロ－ン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲によ

り控除しきれない額が大きくなった人

【計算方法】（平成20年度課税分）
【申 告 先】 次のq、wのいずれか少ない額
【申 告 先】 q平成19年分の所得税の住宅ロ－ン控除　　　　　　　

税源移譲後の税率で算出
【申 告 先】

控　除　額　＝
限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－ した平成19年分の所得税
【申 告 先】 w税源移譲前の税率で算出した平成19年分の　　　　

額（住宅ローン控除適用前）
【申 告 先】 所得税額（住宅ローン控除適用前）

※この計算方法による控除額が“０”より大きければ、住民税の所得割が控除できます。（“０”以下は対象外）

【手 続 き】毎年３月15日（平成20年は２月18日（月）～３月17日（月））までに申告してください。
【申 告 先】確定申告をする人……税務署に、確定申告書とともに「税額控除申告書」を提出してください。
【申 告 先】確定申告をしない人…その年の１月１日現在お住まいの市町村に、源泉徴収票（原本）および住宅借入

金等の年末残額合計額が確認できるもの（コピー可）を添付して「税額控除申告書」
を提出してください。

※申告書は平成20年１月から税務課に備え付けます。また、町ホームページからもダウンロードできます。

平成18年に所得税が課税されていた人が、退職等の理由により、平成19年には所得税が
課税されなくなった場合、平成19年度分の住民税（平成18年中の所得で計算）で税負担が
増えた分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、このような人に対して、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する調整措置が設けられ

ました。

【対 象 者】次のqとwの両方の条件を満たす人
【計算方法】q平成19年度住民税の課税所得金額　＞　所得税との人的控除額の差の合計額
【計算方法】 （申告分離課税分を除く）
【計算方法】w平成20年度住民税の課税所得金額　≦　所得税との人的控除額の差の合計額
【計算方法】 （申告分離課税分を含む）

【計算方法】平成19年度の個人住民税を税源移譲前の税率で計算し直して、その差額をお返しします。
【計算方法】減額される額＝（平成19年度住民税の課税所得金額×税源移譲後の税率－調整控除)
【計算方法】 －（平成19年度住民税の課税所得金額×税源移譲前の税率)
【手 続 き】平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、平成19年１月１日現在お住まいの市町村に、「減

額申告書」を提出してください。

※申告書は平成20年６月頃から税務課に備え付けます。また、町ホームページからもダウンロードできます。

◎ 所得変動に伴う住民税の還付について
（平成20年度にのみ適用）

◎ 住民税からの住宅借入金等特別税額控除について
（平成20年度分から平成28年度まで適用） 申告が

必要です！

申告が
必要です！

この税源移譲による税負担の調整措置が設けられており、
市町村に申告することで、住民税が減額される場合があります。

平成19年から、税源移譲によって
所得税・住民税が変わっています

税源移譲�
国から

地方へ
� 該当する人は申告しましょう
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【問い合わせ先】町役場税務課

◎ （平成20年度にのみ適用）住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置について

◎ （平成20年度にのみ適用）住民税の地震保険料控除の創設について

65歳以上の人（昭和15年１月２日以前に生まれた人）に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急激に進行す
るなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税
負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の２／３、平成19年度には税額の１／３が軽減されていまし
たが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。

近年多発している地震災害を受け、地震災害に対する資産の保全を促進する観点から、地震保険料控除が創設さ
れ、従前の損害保険料控除は廃止となります。ただし、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険
料につきましては控除の適用が可能となります。

損害保険料控除

平成19年度まで

地震保険料控除

平成20年度から

◆対象：住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料

控　　除　　内　　容 控除限度額

長期損害保険（保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある
契約のもの）

1 0 , 0 0 0 円

短期損害保険（長期損害保険契約に該当する契約以外のもの） 2 , 0 0 0 円

長期損害保険と短期損害保険がある場合
1 0 , 0 0 0 円

長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計

◆対象：住宅や家財などの生活資産の地震保険料

控　　除　　内　　容 控除限度額

地震保険料契約に関する保険料１／２ 2 5 , 0 0 0 円

【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約
【経過措置】については、従前の損害保険料控除が適用されます。

1 0 , 0 0 0 円

地震保険料と長期損害保険がある場合
2 5 , 0 0 0 円

地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計

a

住民税の老年者非課税措置廃止の経過

合計所得金額125万円以下の人

老年者非課税措置の廃止
◆経過措置の第１段階として
税額の2／3を減額

◆経過措置の第２段階として
税額の1／3を減額

◆経過措置の廃止

非　課　税

課税は1／3

課税は2／3

全額負担

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

a
a

a
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いろど

あお
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「ネズミと日本人」
著／長谷川恩　三一書房

「ツェねずみ」
作／宮沢賢治　画／横山泰三　岩崎書店

「ねずみの騎士　デスペローの物語」
作／ケイト･ディカミロ　訳／子安亜弥　ポプラ社

ネズミは、なぜ十二支で一番を占
めているのか。古来より日本人はネ
ズミとどう交流してきたのか。ネズ
ミの地名、ネズミと酒の比喩、ネズ
ミの駆除から天敵の猫、はたまた平
将門にいたるまで、ネズミに関する
あらゆることをネズミ博士が伝承と
文献でさぐるネズミの民俗学。

人間のお姫さまに恋をして、ネズ
ミ界を追放されたハツカネズミのデ
スペロー。母親をなくした悲しみを
かかえるお姫さま。地下牢の闇に住
み、光にあこがれとにくしみを抱く
ドブネズミ。いつか自分がお姫さま
になると信じている娘。愛とゆるし、
そして勇気と希望に満たされた、あ
たたかい物語。

古い家の天井裏に「ツェ」という
名前のねずみが住んでいました。
「ツェ」ねずみは、何か嫌なことが
あると、そのことを誰か人のせいに
して、「まどうてください（弁償して
ください）」と誰かれかまわず迫り
ます…。表題のほか、ファンタステ
ィックな短編11話を収録。

かな

あけましておめでとうございます。新しい１年の始まりです。

今年の干支はねずみ。ねずみは、開運・金運・子宝等のご利益

のあるおめでたい動物として昔から親しまれてきました。昔話や

神話などにもよく登場する動物です。

～始めよう！～「自宅でe古都なら」に参加しませんか

日�

� � �

27

26

月�火�水�木�金�

5

土�

15

8

16 1713

6 10

18 19

�1 2 3

28

22

29 30

252120

11 12

2423

7

3131

9

4

14

文化会館・図書館ともに休みの日�
ホール・会議室等が使用できない日�
図書館が使用できない日　　　　�
図書館・ホール・会議室等が使用できない日�

奈良県と県内市町村では、インターネットを利用して、自宅や職場
のパソコンから各種申請・届出、イベント申込、公共施設の空き状況
の照会や予約申込などができるサービス（奈良電子自治体共同運営シ
ステム『ｅ古都なら』）を提供しています。
この講座では、体験版を利用して、システムの概要から基本操作ま

でをわかりやすく解説します。
■主　催 奈良県電子自治体推進協議会
■日　時

１月のおはなし会
●１月20日（日）午後３時～
こどものためのおはなし会
●１月26日（土）午後２時30分～
こどものためのおはなし会
●１月27日（日）午後２時～
大人のための朗読会　響

■内　容
○システム（「e古都なら」）の概要
○電子申請・届出サービス、講座・イベント
申込サービス、施設予約サービスの操作方
法の体験
○利用者登録の方法
■申込・問い合わせ先
往復はがきに、受講希望日時（第２希望まで）
住所・氏名・電話番号を記入して申し込んでく
ださい。
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県電子自治体推進協議会
（奈良県情報システム課内）10742@78450
【インターネットからも申し込みが出来ます】
http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html
■応募締切 １月31日（木）必着

2月17日（日）
午前９時30分～正午

日　　時 定員 会　場

30人第１回

第２回

第３回

第４回

県立図書情報館
セミナールーム

當麻文化会館
メディアルーム

30人

20人

20人

2月17日（日）
午後１時30分～午後４時

2月18日（月）
午前９時30分～正午

2月18日（月）
午後１時30分～午後４時
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■日時 午前９時～午後４時
（土、日、祝日を除く毎日）

■場所 大淀町役場
■問い合わせ 大淀町役場人権施策推進室

■日時 毎週月・水・金曜日
午前９時～午後５時
（祝日および金曜日の午後を除く）

■場所 大淀町中央公民館３階
■問い合わせ 教育相談室　10747%21525

■日時 毎月第２・第４水曜日
午後１時～午後４時

■場所 大淀町社会福祉協議会
■問い合わせ 大淀町社会福祉協議会

10747%30589

■日時 １月16日d
午後１時～午後４時

■場所 吉野町役場

無料法律相談（３町巡回）

心配ごと合同相談

教育相談

人権相談

■問い合わせ 吉野町役場町民課
10746#23081

■日時 ２月15日f
午後１時～午後４時

■場所 下市町役場
■問い合わせ 下市町役場住民福祉課

10747%20001
■日時 ３月14日f

午後１時～午後４時
■場所 大淀町役場
■問い合わせ 大淀町役場住民生活課

10747%25501（要予約）

■日時 1月11日f
午後１時～午後４時

■場所 大淀町役場相談コーナー（１階）
■予約受付 １月４日f
午前９時30分から電話予約のみ（先着順）

■予約・問い合わせ
奈良県弁護士会　10742@22035

■日時 毎週火曜日
午後１時～午後４時

■場所 大淀町役場（１～３月）
■問い合わせ 大淀町役場住民生活課

10747%25501

消費生活相談

奈良県弁護士会無料法律相談

1月、２月は実施しません。
■日時 ３月15日g

午前９時～午後４時
■場所 大淀町中央公民館
■問い合わせ
県建築協同組合中吉野支部
10747%29971

■日時 毎月第２火曜日
午前10時～午後３時

■場所 大淀町役場
■問い合わせ 大淀町役場住民生活課

■日時 ２月１日f
午前10時30分～午後４時

■場所 吉野町中央公民館
■問い合わせ 高田児童相談所

10745@26079

児童相談

無料交通事故相談

住宅増改築相談相� 談�

法テラス
身近な法的トラブルについてお気軽

にお問い合わせてください。
解決に役立つ法制度や最適な相談機

関を紹介します。
■問い合わせ　
法テラス日本司法支援センター
10570－078374

人権コラム
Vol.11

小
さ
な
ゆ
と
り

本
紙
11
月
号
の
人
権
コ
ラ
ム
10

「
心
に
余
裕
を
も
っ
て
」
に
対
し
て
、

下
渕
新
町
在
住
の
梅
屋
節
子
さ
ん
か

ら
お
便
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
お
便
り
か
ら
、
梅
屋
さ
ん
の

ご
苦
労
の
半
生
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

生
活
の
た
め
、
脇
目
も
ふ
ら
ず
、
た

だ
〝
が
む
し
ゃ
ら
〞
に
働
い
て
こ
ら

れ
た
そ
の
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

そ
し
て
今
、
生
活
に
、
時
間
に
ゆ
と

り
が
出
来
て
、
や
っ
と
自
分
の
心
に

も
ゆ
と
り
を
取
り
戻
せ
た
こ
と
、
幸

せ
と
感
じ
る
瞬
間
を
も
て
た
こ
と
に
、

心
か
ら
「
よ
か
っ
た
で
す
ね
」
と
声

を
か
け
た
く
な
り
ま
す
。

確
か
に
多
く
の
人
は
、
何
か
に
追

い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
生
き
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
仕
事
で
あ
っ
た
り
、
日

々
の
生
活
で
あ
っ
た
り
、
勉
強
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
で
心

に
余
裕
を
も
つ
こ
と
は
大
変
で
す
。

で
も
、
た
と
え
短
く
て
も
一
日
の
中

に
、
ふ
と
ゆ
と
り
の
時
間
を
も
つ
こ

と
は
出
来
ま
す
。
こ
の
小
さ
な
ゆ
と

り
の
中
で
、
自
分
を
振
り
返
り
、
人

を
思
い
や
る
気
持
ち
を
も
て
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
読
者
の
み
な
さ
ん
は
ど
う

で
す
か
。

時
間
の
大
切
さ
を
思
い
、
感
動
し
て

い
ま
す
。

気
配
り
、
目
配
り
、
心
配
り
と
い

っ
た
こ
と
が
全
く
出
来
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
今
は
、
91
歳
の
父
、
83
歳

の
母
に
も
少
し
は
気
づ
か
い
出
来
て

い
る
毎
日
で
す
。

先
月
も
あ
る
人
に
62
年
間
生
き
て

き
て
今
が
一
番
幸
せ
と
、
自
然
と
口

か
ら
出
ま
し
た
。
自
由
な
時
間
が
あ

っ
て
こ
そ
、
ゆ
と
り
あ
る
心
を
も
っ

て
毎
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と

思
う
、
私
で
す
。

〝
心
の
ゆ
と
り
は

時
間
の
ゆ
と
り
〞

忙
し
い
と
い
う
字
は
心
が
無
い
と

書
き
ま
す
。
貧
乏
な
私
は
、
学
校
を

卒
業
し
て
、
ず
っ
と
ず
っ
と
40
年
間

働
き
詰
め
で
し
た
。
ま
し
て
最
後
の

10
年
間
は
夜
中
の
12
時
か
ら
朝
８
時

ま
で
の
勤
務
で
し
た
の
で
、
早
く
寝

て
、
早
く
起
き
て
、
仕
事
に
と
、
何

の
余
裕
も
な
い
一
日
で
し
た
。

今
、
仕
事
を
辞
め
て
１
年
４
ヶ
月

に
な
り
ま
す
が
、
つ
く
づ
く
自
由
な
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町保健センター　1　 0747－52－9403　�
　　　　　　　　FAX 0747－52－9404
町ホームページからも申し込みができます。�
　　　　　　　　　　http://www.town.oyodo.nara.jp

●子どもの健康診査
実 施 日 ・ 受 付 時 間 対　　　　　象

４ヵ月児健康診査 １月10日（木）・午後１時30分～午後２時 H19.８.16～H19.９.15生まれ
２月13日（水）・午後１時30分～午後２時 H19.９.16～H19.10.16生まれ

10ヵ月児健康診査 １月11日（金）・午後１時30分～午後２時 H19.２.16～H19.３.15生まれ
２月14日（木）・午後１時30分～午後２時 H19.３.16～H19.４.15生まれ

１歳６ヵ児健康診査 １月25日（金）・午後１時15分～午後２時 H18.６.１～H18.７.31生まれ
※１　対象児には問診票を送付します。 ※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
※３　４ヶ月児健康診査で、ＢＣＧ予防接種を同時実施します。

※１　今月通知対象児には予診票を送付します。
※２　受付時間は午後１時30分から午後２時までです。

（麻しん風しん混合の第２期を受けるお子さんの受付は、午後２時から午後２時30分までです。）
※３　料金は無料で、場所は町保健センターです。
★転入した人は、以前に受けた予防接種について、町保健センターへ連絡してください。連絡のない場合は、予防
接種の案内ができませんので、ご了承ください。

●予防接種

［乳幼児］午前９時～午前11時　　　　　
［対　象］身体計測や、保健師・栄養士に

よる健康や育児についての相談
を行います。

［成　人］午後２時～午後４時
尿検査・血圧測定・保健師や栄
養士による健康についての相談
を行います。

麻しん風しん混合予防接種（第２期）を終了していない年長児は、３月31日までに接種を受けてください。４
月以降は、接種対象外となります。不明な場合は、町保健センターへ問い合わせてください。

年長児の麻しん風しん混合予防接種〔第２期〕について

※１　町保健センターへ電話で申し込んでください。（町ホームページから申し込みできます。）
※２　場所は町立大淀病院です。

●検　　診

●各種教室

実施日など 対　　　　象 料　　　　　金
町民で40歳以上の女性

※受診回数は２年に１回です。平成
18年４月以降に町の乳がん検診を
受診した人は対象になりません。

２月５日（火）・３月４日（火）
〔受付〕午後１時30分～
〔受付〕午後２時30分
〔定員〕各回20人

乳がん検診
（視診・触診・乳房Ｘ線撮影〈マ
ンモグラフィ〉・問診を行います。

40歳代（Ｘ線撮影２方向） 1800円
50歳～64歳（Ｘ線撮影１方向） 1200円
65歳以上（Ｘ線撮影１方向） 無料

予防接種名 実施日 対　象
今月通知する子 前の対象で受けていない子

H18.12.13～H19.１.16生まれの子

H17.11.１～H17.11.30生まれの子

H19.４.１～H19.４.30生まれの子

H19.１.１～H19.６.30生まれの子

三種混合

ポリオ

麻しん風しん混合 １月16日（水）

１月15日（火）
２月21日（木）
３月18日（火）

１月15日（火）
１月23日（水）

１歳から２歳未満の子
幼稚園・保育所などの年
長児

７歳６カ月未満の子

「Ⅰ期初回」の接種を終了
した７歳６カ月未満の子
７歳６カ月未満の子

第１期
第２期
（予備日）

1期
初回

1期
追加

※１　町保健センターへ電話で申し込んでください。（町ホームページから申し込みできます。）
※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。

マタニティクラス

実 施 日 時 ・ 内 容 場　所 対　象

妊娠中のことや出産、育児につ
いて実習や交流会をしながら楽
しく勉強しませんか？３回目は
特にパパ向けの内容が豊富です。

妊娠５ヵ月
以降の妊婦
やその家族

e３月９日（日）午後１時～午後４時
（先輩パパ・ママとの交流会、妊婦体験、育児体験など）

w２月27日（水）午後１時30分～午後３時30分
（交流会、赤ちゃんの保育、ママの健康づくり）

q２月19日（火）午前10時～午後３時
（妊娠中の食生活、歯の健康など） 町保健センター

町地域子育て
支援センター

町保健センター
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大淀中学校英語指導助手の　　�
ジャレード・クリストマンさん�

こんにちは、みなさん。

久しぶりですね。最近、寒くなってきましたね。残念
ですが、冬は冬ですから仕方がありません。実は、私は
寒い天気があまり好きではありません。しかし、アイオ
ワ州と大淀町を比べるとアイオワ州の方が寒いです。
時々、天気に文句を言いたい時がありますが、秋と冬
には良いこともあると思います。例えば、もみじを見に
行ったり熱いココアを飲んだり、冬休みに色々なことを
したりできますよね。今年の冬は、私はたくさん予定が
あります。私は友達とクリスマス・パーティーをしました。
そして両親に会いにハワイに来ています。
私の両親は、私の冬休みの間にハワイに来ています。

ですから私も両親に会いにハワイに来たかったのです。
私は両親と一緒にお正月のお祝いをしています。私は
12月25日に日本を発ち、1月9日に帰って来る予定です。
長い旅行ですが、私は5ヶ月前から家族に会っていなか
ったので、このチャンスはすごく嬉しかったです。
ずいぶん長くなりました。この辺で終わりにします。

みなさん、帰ったらまたお会いしましょう。

ジャレード・クリストマン

Hello, everyone,
It’s been a while. Recently the weather has been
becoming colder, hasn’t it？ It’s unfortunate, but winter
is winter, and there’s no helping it. The truth is, I don’t
really like the cold weather. But, if you compare Iowa to
Oyodo, Iowa is colder.
Sometimes, I have complaints about the weather, but in
autumn and winter I think there are good things too. For
instance, watching the maple leaves, drinking hot
cocoa, and doing various things on winter break. In
winter this year I have a lot of plans. I’ve had a Christmas
party with my friends. And, I have gone to meet my
parents, in Hawaii.
My parents are in Hawaii during my winter break, so I
wanted to go to Hawaii and meet them. My parents and
I are celebrating New Year’s Day together in Hawaii. I left
on December 25th, and I will return on January 9th. It is
a long trip, but I haven’t been able to see my parents
since five months ago, so I gladly took the opportunity.
This has already become very long, so I’ll end it here. I’ll
see you all when I get back！
Jared Christman

子育てを支援する町の事業で、延明保育園に委託して事業を
実施しています。
■日　　時 毎週月曜日：パンダクラス（０･１歳児）

毎週水曜日：ウサギクラス（２歳児以上）
※　どちらも午前10時から午前11時30分までです。
■場　　所 延明保育園あそびの森子育て支援センター
■持 ち 物 水筒・お手ふき・参加費（大人１人につき100円）
※１　各クラスはすべて申込制です。
※２ 月・火・水曜日は「あそびの森」の開放日です。自由に
利用してください。申し込みは必要ありません。
時間は午前10時から午後２時までです。

■育児相談 育児相談は随時受付をしています。
希望者は、延明保育園に直接申し込んでください。

■問い合わせ 延明保育園　10747%20388

ママ・エアロビクス
◇日　　時 １月15日（火）午前10時20分から午前11時まで
ママトークの保護者も参加できます。

ベビーマッサージ（定員15組）
◇日　　時 １月22日（火）午前10時から午前11時30分まで
サテライト保育
◇日　　時 １月22日（火）午前10時から午前11時まで
◇場　　所 中増老人憩いの家
◇対象地区　中増、西増、馬佐、出口、増口、北六田、新野

マタニティーサークル（ぷれママっこ）
◇日　　時 １月29日（火）
◇場　　所 助産師とのフリートーク、オイルマッサージ（フットマッサージ）
◇参 加 費 100円、オイル代 300円

「自宅で子どもとの関わり方」「オムツ替え」「授乳」など
家庭での子育てについて相談がある場合は、自宅に訪問します。
気軽に利用してください。

１月26日は、「文化財防火デー」です
1月26日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日にあ

たることから、「文化財防火デー」と定められ、
文化財を火災や震災、その他の災害から守るた
めに全国的に文化財防火運動が展開されます。
文化財は、たくさんの人の工夫と努力によっ

て幾多の世代を超えて伝えられ、今も引き継が
れています。このような文化財は、関係者の努
力だけでなく、住民一人ひとりが火災等の災害
から守るための日常の心配りを積み重ねていく
ことが必要です。
みんなで努力して、大切な文化財を火災から

守りましょう。
中吉野広域消防組合消防本部 大淀消防署

パ
ン
ダ
ク
ラ
ス

ウ
サ
ギ
ク
ラ
ス

１／28（月）

１／23（水）

１／29（火）

１／30（水）
２／６（水）

２／13（水）

成人の日のため休み

おはなしランド・手作りおやつ
（スプーンセットを持参してください）

わいわいタイム
「みんなで広げよう子育ての輪」
建国記念日のため休み

ワイワイたいむ
「ワイワイなやみ何でも相談」

お誕生日会（１月生まれのお子さんを
募集します。参加希望の人は、１月23
日（水）までに子育て支援センターに申
し込んでください）

うんどうあそび
サーキットあそび
わいわいタイム
「みんなで広げよう子育ての輪」

ワイワイたいむ
「ワイワイなやみ何でも相談」

お誕生日会（１月生まれのお子さんを
募集します。参加希望の人は、１月23
日（水）までに子育て支援センターに申
し込んでください）

おはなしランド・手作りおやつ
（スプーンセットを持参してください）

１／14（月）

１／21（月）

１／29（火）

２／４（月）

２／11（月）

１／16（水）

大切な文化財を火災から守りましょう



16

広 告 募 集 中 広 告 募 集 中

問い合わせ　　1　　0746－34－5501�
　　　　　　ＦＡＸ　0746－34－5502

（町健康づくりセンター）�

１月のスペシャル企画

子どもスイミング教室新規募集

新利用システムがスタート

◇大淀あらかしテレビの番組・加入促進補助金に関すること
町役場企画課
◇こまどりケーブルの加入・サービス内容に関すること
こまどりケーブル　10120－667－740

新年おめでとうございます。
大淀あらかしテレビでは、今年も町内で行われ

た行事や地域の話題を中心にみなさんの身近で楽
しい話題を放送していきますので、どうぞよろし
くお願いします。
１月は、「高校生が町民ホールミニコンサート」

「平成20年大淀町成人式」「町消防出初式」「各地で
とんど」などを放送する予定です。」

○「平成20年大淀町成人式」
今年は、町内の274人が成人を迎えました。
町文化会館で行われた成人式の様子と、新成人

となったみなさんの二十歳の決意をうかがいます。

大淀あらかしテレビを視聴するには、こまどり
ケーブルへの加入が必要です。是非加入してくだ
さい。

ご存じですか？ 住民基本台帳カード
住民基本台帳カード（以後、住基カードと省略）は、住民票に記載された住所や氏名等が記録されたICカー

ドです。
住基カードの申請は、住民票のある市町村の窓口で受付します。

●身分証明書として活用出来ます
住基カードは、氏名が記載されたタイプと氏名・住

所・生年月日・性別が記載され、写真を貼付したタイプ
の２種類があり、いずれかを選ぶことが出来ます。写真
付きの住基カードは、身分証明書として活用できます。
●さまざまな行政手続きが自宅や職場のパソコンから出来
ます
住基カードには、ICチップ（情報を記憶する金属の薄

い板）が付いており、個々の電子証明（個人情報）を記
録しておくと、他人からの不正使用を防止しながら、イ
ンターネットを利用してさまざまな行政手続きが出来ます。

【例えば…】
e－Tax（国税電子申告・納税システム）
平成19年分・20年分（いずれか１回）の所得税の申告を

期限内にインターネットを利用して提出すると、所得税か
ら5,000円の控除を受けることができます。（詳しくは、吉
野税務署へ問い合わせてください）

■問い合わせ先
住基カード・電子証明書について　町役場住民生活課
e-Taxについて　吉野税務署　10746#23385

●持参するもの
身分証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証、
住基カードなど）と印鑑
●手続きの窓口
住民票のある市町村の窓口で手続きをしてください。

※　住基カードの交付は、２週間程度かかります
※ 確定申告の時期が近づくと、窓口が混雑する場合が
ありますので、電子証明書を取得する人は、早めに窓
口にお越しください。
※ 有効期限は、住基カードが10年、電子証明書が3年
です。既に取得している人は、利用する際に、有効期
限が切れていないか確認しましょう。

住基カードの取得・電子証明書の申請をするには…

◇撃退！メタボ
ウエスト周囲が男性85cm、女性90cm以上の人は、メ

タボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）の可能性があ
ります。そのような人に対して、また未然に
防ぐための月間イベントを行います。
定期利用の人が対象ですので、
この機会にいかがですか。

小学生の身体づくりの一環として水泳はいかがでしょう。
温水プールなので、水も温かく水に入ることで免疫力

の向上も期待できます。
たくさんの友達と一緒に楽しく練習が出来ます。
募集人数、練習時間などの詳細は問い合わせてください。

定期利用料金で参加できるエアロビクス、ヨガ、アク
アビクス、水泳教室などのレッスンが全部で54本。利用
時間も午後10時まで延長になりましたので、仕事帰りの
人でも利用しやすくなりました。
定期利用のためのオリエンテーションも実施していま

すので、問い合わせてください。施設内の見学も随時で
きます。
■主　管 町教育委員会
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建設工事および測量・
建設コンサルタント等

水道部が発注する物品・製造等にかかる競争入
札参加資格審査申請の受付を行います。
この競争入札参加資格審査申請の有効期限は平

成20・21年度（平成20年４月～平成22年３月）の２
年間です。
■提出部数 １部（Ａ４ファイル綴じ）
■受付期間
２月１日（金）～２月29日（金）
午前９時～正午
午後１時～午後５時（時間厳守）
※ 土・日・祝日は除きます。また、期間が過ぎ
た場合は受付できません。
■提出場所
〒638－0821 吉野郡大淀町下渕961番地
〒638－8501 大淀町水道部　給水課
■提出方法
持参または郵送（２月29日までの消印有効）で申

し込んでください。
※ 郵送の場合は、必ず簡易書留とし、封筒に「入
札参加資格審査申請書在中」と朱書して、返信
用封筒（80円切手を貼付）を同封してください。
※　提出書類については、本町ホームページ（http:
//www.town.oyodo.nara.jp）をご覧ください。
■問い合わせ先　町水道部　給水課

町水道部が発注する
物品・製造等

安心安全メールは、より地域の防犯力を高め地域社会の安心
安全をめざすため、生活の身近な安全に関する情報を、広報や
回覧板以外にインターネットと携帯電話を利用して登録者にメ
ール配信するサービスです。
現在、２月の稼働に先立ち、登録した利用者のみなさんにテ

ストメールを配信しています。
●パソコンから登録
https://safety.town.oyodo.nara.jp/Community/
●携帯電話から登録
https://safety.town.oyodo.nara.jp/Community/mobile/

■問い合わせ先 町役場総務課

「安心安全メール」の登録を受付中

携帯電話で迷惑メールを受信できないよう
に設定している人は、次のドメインまたはア
ドレスからのメールを受信できるように設定
の変更をしてください。（設定の変更は、各種
携帯電話ショップに確認してください。）
◆メールの配信元ドメイン
「safety.town.oyodo.nara.jp」
◆アドレス
「hostmaster@safety.town.oyodo.nara.jp」

▲携帯電話用
QRコード

競争入札参加資格審査申請（指名願）を受け付けます

建設工事および測量・建設コンサルタント等に
かかる競争入札参加資格審査申請の受付を行います。
この競争入札参加資格審査申請の有効期限は平

成20・21年度（平成20年４月～平成22年３月）の２
年間です。
■受付期間
２月１日（金）～２月29日（金）
午前９時～正午
午後１時～午後５時（時間厳守）
※ 土・日・祝日は除きます。また、期間が過ぎ
た場合は受付できません。
■提出場所
〒638－8501 吉野郡大淀町桧垣本2090番地
〒638－8501 町役場建設産業部建設産業課

■提出方法
持参または郵送（２月29日までの消印有効）で申

し込んでください。
※ 郵送の場合は必ず簡易書留とし、封筒に「入
札参加資格審査申請書在中」と朱書して、返信
用封筒（80円切手を貼付）を同封してください。
■有効期限
町内業者・町外業者とも２年間（平成20・21年度）

※　提出書類については、本町ホームページ（http:
//www.town.oyodo.nara.jp）をご覧ください。
■問い合わせ先 町役場建設産業課

■受付期間
１月15日（火）～２月15日（金）
午前９時～正午
午後１時～午後５時（時間厳守）

※１ 土・日・祝日は除きます。また、
期間が過ぎた場合は受け付けでき
ません。

※２ 提出書類の様式は、町役場総務
課にあります。また、本町ホーム
ページ（http://www.town.oyodo.
nara.jp）からダウンロードするこ
ともできます。

■提出場所
〒638－8501
吉野郡大淀町桧垣本2090番地
町役場総務部総務課
■問い合わせ先
町役場総務課

物品・製造・役務等
（町水道部・大淀病院は除く）

てん ぷ

てん ぷ
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介
護
保
険
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
実
施
を
考
え
て
い
る
人
へ

償
却
資
産
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い

介
護
保
険
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

に
は
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

な
ど
６
種
類
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
者
を

指
定
す
る
権
限
は
町
で
す
。

本
町
に
お
い
て
、
第
４
期
介
護
保

険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、

平
成
21
年
度
か
ら
３
年
間
に
こ
の
事

業
を
計
画
し
て
い
る
事
業
者
を
対
象

に
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
日
　
時

１
月
か
ら
３
月
末
日
ま
で

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
受
付
場
所

町
役
場
福
祉
介
護
課

（
来
庁
の
際
は
、
事
前
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。）

■
対
　
象

町
内
で
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を

計
画
し
て
い
る
事
業
者

■
問
い
合
わ
せ
先

町
役
場
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係

会
社
や
個
人
で
、
工
場
・
商
店
な

ど
を
経
営
し
、
そ
の
事
業
の
た
め
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
や
器

具
・
備
品
な
ど
の
有
形
固
定
資
産
を

償
却
資
産
と
い
い
ま
す
。

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
事
業

主
は
、
そ
の
資
産
の
所
在
す
る
市
町

村
に
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
所

有
状
況
（
資
産
の
種
類
・
取
得
価

格
・
耐
用
年
数
な
ど
）
を
申
告
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
を
し
な
い
、
あ
る
い
は
虚
偽

の
申
告
を
し
た
場
合
は
法
律
で
罰
せ

ら
れ
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
告
期
限

１
月
31
日
（
木
）

■
申
告
様
式

指
定
の
様
式

（
町
役
場
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ

町
役
場
税
務
課

もうすぐ確定申告の時期です
平成19年度分の所得税・消費税および贈与税の確定申告の時期となりました。

２月18日（月）から３月17日（月）まで
申告期限が近づくと、混雑しますので申告はお早めに！

問い合わせ 町役場税務課

申告の受付時期

【確定申告などの相談会を開催】
吉野税務署では、今年も税理士による確定申告な
どの相談会を開催します。
各種所得金額の計算方法のほか、申告書の書き方
や医療費控除、住宅借入金等特別控除などについて
の相談会です。
なお、当日は、年金所得のある人や還付申告をす
る人の申告書も受け付けますので利用してください。
■日　時
○年金所得のある人を対象とした事前相談会
２月７日（木）・８日（金）
○税理士による無料相談会
２月21日（木）・22日（金）
いずれも午前10時～正午、午後１時～午後３時
■場　所
町役場２階　会議室201・202
■相談会についての問い合わせ先
吉野税務署
10746#23385

【所得の申告が必要です】
次の制度を利用している人（世帯）は、平成19年

中（平成19年１月から12月まで）に所得がなかった
場合や所得が少ない場合でも、所得の申告が必要です。

対象となる主な制度と担当課

※ 各制度については、担当課に問い合わせてください。
※ 所得の確認ができない（申告のない）人、または世帯は、そ
れぞれの制度を利用することができない場合があります。注意
してください。

○国民健康保険に加入している人
○福祉医療費助成制度受給者および家
族

○後期高齢者医療被保険者 ほけん課
○国民年金保険料の免除申請をする人
および配偶者・世帯主

○障害基礎年金受給者
○児童手当などの受給資格の認定 少子高齢化社会対策課
○保育料の算定
○介護保険被保険者（65歳以上の人） 福祉介護課
○福祉サービスを受ける人
○公営住宅に入居している人 人権施策推進室
○その他、所得証明書などの交付を必要とする人



善意銀行だより善意銀行だより

町　　　役　　　場 0747－52－5501

大　　淀　　病　　院 0747－52－8801

水　　　道　　　部 0747－52－0137

大　淀　消　防　署 0747－52－1199

教　育　委　員　会 0747－52－1522

町 中 央 公 民 館 0747－52－1524

保 健 セ ン タ ー 0747－52－9403

老 人 福祉センター 0747－52－9733

桜ヶ丘総合センター 0747－52－5402

桜 ヶ 丘 児 童 館 0747－52－8319

旭ヶ丘総合センター 0746－32－5189

杉本記念文化センター 0746－32－2489

平　畑　体　育　館 0747－52－6234

南和広域美化センター 0747－52－3253

一般廃棄物処理施設（西ヶ峰） 0747－52－8419

文　　化　　会　　館 0747－54－2110

図　　　書　　　館 0747－54－2120

大淀町社会福祉協議会 0747－53－0589

訪問看護ステーション 0747－52－1941

中 吉 野 警 察 署 0747－53－0110

吉野路大淀ｉセンター 0747－54－5361

健康づくりセンター 0746－34－5501

シルバー人材センター 0747－54－5522

ふれあい活動センター 0747－54－5533

パ ー ク ゴ ル フ 場 0745－67－0543

sssss
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今回、次の方から善意が寄せられました。

□社会福祉へ
金10,000円
竹村　幸子さん（芦原）
□亡父儀雄十三回忌供養として
金30,000円
菊川　富士大さん（金吾町）
□亡母供養として
金30,000円
匿名

ありがとうございました。有意義に使わ
せていただきます。

町では、新たな財源の創出を図るため、大淀町有料広告掲載の
取扱いに関する規程に基づき、広報おおよどと町ホームページに
掲載する有料広告を募集しています。
※　デザイン・内容等は広告主が提供してください。
※ 詳しくは、町ホームページをご覧になるか、問い合わせてく
ださい。
http://www.town.oyodo.nara.jp
■問い合わせ先 町役場企画課

広 告 募 集 中 cc

国民健康保険税第7期の納期です
納期内（1月31日まで）に納めましょう

コンビニエンスストアでも納付できます。
詳しくは、納付書裏面をご覧ください。

町役場ほけん課

大淀町職員新規採用者（平成20年４月１日採用予定）を次のとお
り募集します。

１　職種及び採用予定人数
○理学療法士【町立大淀病院勤務】・・・１人
○社会福祉士（ソーシャルワーカー）【町立大淀病院勤務】
○理学療法士【町立大淀病院勤務】・・・１人
２　採用試験受験資格
○理学療法士・・・・昭和53年４月２日以降に生まれた人
※ ただし、理学療法士免許を有する人または平成20年４月30
日までに理学療法士免許を取得する見込みの人に限ります。
○社会福祉士・・・・昭和48年４月２日以降に生まれた人
※ ただし、社会福祉士免許を有する人または平成20年３月31
日までに社会福祉士免許を取得する見込みの人に限ります。

３　採用試験日
（１）筆記試験・・・・平成20年１月26日（土）
（１）面接試験・・・・平成20年１月26日（土）または
（１）面接試験・・・・同年２月３日（日）のいずれか１日
（２）試験会場・・・・大淀町役場
※　いずれも受験申込者数により変更となることがあります。

４　受験申込書受付期間および提出先
（１）期　　間・・・・平成20年１月７日（月）から
（１）面接試験・・・・平成20年１月17日（木）まで
（１）期　　間・・・・午前８時30分から午後５時まで
※　ただし、土曜日・日曜日・祝日は受付を行いません。

（２）提 出 先・・・・大淀町役場総務部総務課内
（１）期　　間・・・・職員採用試験委員会
（１）期　　間・・・・〒638－8501 大淀町大字桧垣本2090番地
５　その他

受験申込書および試験案内は、職員採用試験委員会（町役場
総務課）で配布します。
なお、試験案内および受験申込書は、大淀町ホームページ

（http://www.town.oyodo.nara.jp）からダウンロードできます。
その他、受験手続きおよび試験案内などに関するお問い合わせは、
大淀町役場総務部総務課内職員採用試験委員会　10747%25501
まで。

※ 筆記試験の日程について、１月27日（日）から１月26日（土）
に変更になりました。

大 淀 町 職 員 募 集

広 告 広 告
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平成19年11月30日現在

●人　口 20,534人（＋14）
男 9,846人（＋12）
女 10,688人（＋12）

●世帯数 7,611 （＋13）
（ ）内は前月との比較

大淀町民憲章
（平成3年11月1日制定）

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

１．わたくしたちは、緑と水と心のきれ
いな町をつくります。

１．わたくしたちは、互いに人権を尊び、
共に生きるあたたかい町をつくります。

１．わたくしたちは、すぐれた郷土を愛
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

１．わたくしたちは、スポーツに親しみ、
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

１．わたくしたちは、老人を敬い、子ど
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

このコーナーでは、町の
がんばっている人を紹介
します。

藤
ふじ

田
た

昌市
しょういち

さん
（下渕）

画　　家

あこが

木�

花�

アラカシ�

梨　
花�
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★絵描きを決意したのは30歳になってから
小さいころから絵がうまいと言われていまし

たが、親父の跡を継いで建築の仕事をしていま
した。でもどうしても絵を描きたくてこの道を
選びました。もちろん周囲は大反対でした。「食
えないからって。」そりゃそうだよね。
★絵は“愉しんで描く”ことが何より
素描画（淡彩画）を特に薦めたい。鉛筆と紙さ

えあれば旅先でもすぐに描けますし、印象深い
風景を書きとめるとストレス解消にもなるからね。
一筆一筆慈しみの心、“愛”を持って描くことが
大切なんだ。感性で描く、だから右脳のトレー
ニングになるんですよ。是非団塊の世代のみな
さんにチャレンジしてもらいたい。そしていつ
か発表会をやれたらと思っています。
★絵筆を釣りざおと包丁に持ち替えて
とにかく自然の豊かさが気に入って大淀町に

越して10余年。我がアトリエからの眺望は抜群！
週末に磯釣りに出かけ、釣った魚を自宅で友達
に振る舞うのが楽しみですね。良き眺めと美味
しい魚。魚がグレだったらもう最高！

古紙配合率70％再生紙を使用しています�

70 この広報紙は、再生紙を使用しています。

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

「緊急時　頼れるあなたの
110番」

110番通報のポイント
①何があったのか（事件・事故）
②どこで（近くの目印は）
③いつ（今、何分位前）
④今どうなっている（犯人の特徴等）
⑤あなたの住所、氏名、電話番号

「安心の　警察相談　＃9110」
要望・相談・苦情や各種照会は、
警察相談専用電話「＃9110番」
を利用してください。

中吉野警察署
10747 0110

1月10日は
110番の日

○�53

両親からのコメント

（花吉野ガーデンヒルズ）

悠貴の笑顔が、みんなの
幸せを呼びますように…。

中島　悠
はる

貴
き

くん
（平成18年５月16日生まれ）

なかじま

広
告

広
告
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